
別添資料２

１.事故発生時の対応手順（フローチャート）：基本 ２.事故発生時の対応手順：交通事故（送迎時）

状態把握

①意識の有無（バイタルチェック）

③応急処置（安全な場所への移動）

     

緊急対応

①受診

②捜索等

対応

②管理者・各関係機関への報告

③行政への報告

連絡

　[施行：令和元年１０月１日]

事故防止のための具体的対策

・運転手が体調不良の場合，無理をせずに交代する

事故発生

②受傷部位の確認 ・車両の定期点検を確実に行う

・入所者が複数名いる場合は、２人以上の職員で送迎する

・職員が車を離れる場合はドアを閉める

・シートベルトの着用，車椅子の固定確認を怠らない

④現場周囲の状況確認

応急処置

交通事故発生

①家族及び後見人への連絡

②管理者及び同僚への連絡

③各関係機関及び主治医への連絡

負傷者がいる場合

・座位が不安定なケースの場合，車椅子からの転倒・転落に留意する

・交通事情により遅れることもあることを事前に説明し了解して貰い，スピードを 出し

 すぎないよう注意して運転する

現場検証

①家族及び後見人への報告 入所者の状況を確認し
家族に連絡

事故発生時の対応手順

安全な場所へ車両を移動

事業所へ連絡（管理者へ連絡） 110番･119番へ連絡

負傷者がいない場合

必要人数が応援に行く

報告書の作成・経過観察

損害保険代理店に連絡

入所者（負傷者）の補償

現場検証

110番へ連絡

車両修理･代車手配などの処理

事故防止検討委員会開催

入所者同乗の場合は施設へ

事故報告書の作成

②事故原因の分析

③再発防止策策定

④マニュアル改定

①事故原因の調査

総務課・行政に連絡


